
別紙６

市町村（一般衛生部門）が特定健診の健診データを用いて保健指導等を行う場

合における健診データの取扱い 

 

  健診データは、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成 16 年 4 月 2 日・

閣議決定）において特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要があると

されている医療分野に関する情報である。また、これらの情報は市町村国保

等の医療保険者が医療保険事業に必要な範囲で扱う情報である。 

  このため、市町村（一般衛生部門）は、保健指導等に活用する目的で、こ

れらの情報提供を受けようとする場合には、各市町村の個人情報の保護に関

する条例の内容を踏まえた上で、例えば、医療保険者に対し、被保険者等に

特定健診の受診案内を送付する際に、当該送付状に以下のような注意事項を

記載し、本人が希望しない場合には、当該本人が識別される個人データの情

報提供を停止することとするように依頼しておくこと。 

   
（例） 

○○市国民健康保険［○○健康保険組合］ 健康診査について 
 
（注意事項） 
 健康診査の結果は、○○市市民生活部保険年金課［○○健康保険組合］において適正

に管理いたしますが、地域住民の健康増進を図る観点から○○市健康福祉部健康づくり

推進課において保健指導や健康相談を実施する目的で情報提供の依頼を受けた場合に

は、健康づくり推進課へ、健康診査の結果を紙媒体又は電子媒体により提供（＊）いた

します。なお、このような健診結果の扱いを希望されない場合には、その旨を以下の担

当又は健康診査の会場の受付の者までご連絡ください。ご連絡いただいた場合には、○

○市市民生活部保険年金課［○○健康保険組合］から○○市健康福祉部健康づくり推進

課への健診結果の情報の提供をいたしません。 
＊ 提供した情報は、○○市健康福祉部健康づくり推進課において保健指導や健康相

談を実施する以外の目的に使用されることはありません。 
（担当） 

○○市市民生活部保険年金課国保係 担当○○   TEL○○－○○○○ 
［○○健康保険組合○○ 担当○○   TEL○○－○○○○］ 
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